
調整・連携

＜国土形成計画法第６条＞

一体のものとして作成

＜法第７条＞

基本とする

国土利用計画法国土形成計画法

北海道開発法

北海道総合開発計画
＜北海道開発法第２条＞

「計画を樹立」

国土形成計画（全国計画）
<法第６条>

「計画を定めるものとする」

＜法第８条＞

基本とする

＜法第６条＞

国土の利用に関して
基本とする

国土利用計画（市町村計画）
＜法第８条＞

「計画を定めることができる」

市町村レベルの国土利用のあり方

北海道行政基本条例

北海道総合計画
＜条例第７条＞

「計画を策定しなけれ
ばならない」

＜条例第７条＞

基本的な方向に
沿って策定
（特定分野別計画）

国有林

地域森林計画
対象民有林

森林法森林
地域

自然
公園
地域

国立公園
国定公園

道立自然公園

自然
公園法

自然
保全
地域

原生自然環境
保全地域

自然環境保全
地域

道自然環境
保全地域

自然
環境
保全法

都市
地域

都市計画区域

都市
計画法

農業
地域

農業振興地域

農業振興地域の
整備に関する
法律

国の各種計画
社会資本整備重点計画
食料・農業・農村基本計画
国土強靱化基本計画 等

国土利用計画（全国計画）
＜法第５条＞

「計画を定めるものとする」

全国レベルの国土利用のあり方

北海道国土利用計画・土地利用基本計画

※国土利用計画（北海道計画）及び
北海道土地利用基本計画を一体的に策定

国土利用計画（北海道計画）
＜法第７条＞

「計画を定めることができる」

道レベルの国土利用のあり方

北海道土地利用基本計画
＜法第９条＞

「計画を定めるものとする」

道レベルの土地利用の調整と大枠の方向付け

土地取引の規制
＜法第16条＞

許可基準
＜法第24条＞

勧告基準

適合する

国土利用に関する諸計画の相互関係

即
す
る

北海道国土利用計画・土地利用基本計画


